
横代南町山手１号線道路改築事業
（都市計画道路 南方朽網線）

公共事業再評価

令和元年１０月３０日

建設局 道路部 道路建設課
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資料５



( 起 点 )
横代南町五丁目

路線の位置

( 終 点 )
山手三丁目

(起点) 大字蒲生

(終点) 大字曽根

小倉南区を
東西に連絡
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並行する国道10号と（都）５号線を補完する、（都）南方朽網線の一部である。

＜ 凡 例 ＞

本 路 線
(都)南方朽網線
都市計画道路
国 道



事業内容

（起 点）
横代南町五丁目

Ｓ48～Ｈ9

（終 点）
山手三丁目

Ｈ17～Ｒ9 Ｈ11～Ｈ20 Ｈ5～Ｈ15 Ｈ11～

Ｈ7～
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事業概要

◆ 事 業 名 ： 横代南町山手１号線 道路改築事業

【（都）南方朽網線】

◆ 事業箇所 ： 小倉南区横代南町五丁目

～ 山手三丁目 【（都）蜷田若園企救丘線】

◆ 事業目的

小倉南区一円の交通ネットワークを構築することにより、

・ 小倉南区の東西アクセスの充実を図る

・ 周辺地域の生活環境の向上を図る

◆ 延長・幅員 ： Ｌ＝１，０００ｍ Ｗ＝２２～２９ｍ

◆ 事業期間 ： 平成１７年度～令和９年度

◆ 事 業 費 ： ７５億円

◆ 計画交通量 ： ５，７００～８，７００台／日 （令和１２年）

4



事業費・財源内訳

総事業費
（計画）

～H29
（決算額）

H30
（決算額）

R1
予算額

R2 以降
（計画）

事
業
費

工 事 費 961 331 0 0 630
用地補償費 6,215 1,135 0 136 4,944
調 査 費 等 298 198 57 0 43

計 7,474 1,664 57 136 5,617
財
源
内
訳

一 般 財 源 374 83 3 7 281
国庫支出金 3,737 832 28 68 2,808
地 方 債 3,363 374 13 31 2,528

◎ 進捗率 （事業費ベース） ２３ ％ （Ｈ３１.３末現在）

（ 単位 ： 百万円 ）
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事業進捗状況

③

② ①山
手
三
丁
目

未整備区間
Ｌ＝２６０m

整備済区間 （Ｈ２５供用開始）
Ｌ＝７４０m

③

②

①

横
代
南
町
五
丁
目

石
田
南
二
丁
目

◎ 進捗率 （事業延長ベース） ７４ ％
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目的１：小倉南区の東西アクセスの充実

7

北九州空港
・大分方面

小倉都心



効果 （小倉南区の東西アクセスの充実）

徳力地区

葉山地区 舞ヶ丘地区

曽根地区

人や物の移動が円滑になる。（走行時間の短縮等）
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守恒地区



効果 （小倉南区の東西アクセスの充実）
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北九州空港
・大分方面

小倉都心

周辺幹線道路の交通量が分散される。

※ 小倉南区の交通量は増加傾向に
あるが、本路線を整備した場合、
他の幹線道路は減少する。

H27整備前 R12整備後

① 国道10号 66,600 ⇒ 63,100
② (都) 8号線 42,900 ⇒ 38,400
③ (都) 5号線 17,200 ⇒ 11,800

(単位：台/日)



効果 （小倉南区の東西アクセスの充実）
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北九州空港
・ 大分方面

小倉都心

重要物流道路である国道10号が災害等で遮断された場合に、本路
線が代替ルートとしての機能を果たす。（危機管理体制の強化）



目的２ ： 周辺地域の生活環境の向上
① 踏切を通過

・ 通勤時間帯の混雑
・ 歩行者、自転車の安全確保

（有効幅員 5.5ｍ 歩道なし）
② 見通しの悪いＴ字路
③ 急勾配の交差点

③

通学路
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② ①

②

①（通勤時間帯の状況）

現況ルート

現状の課題

③① （車と歩行者の接近）



効果 （周辺地域の生活環境の向上）

本路線の未整備区間（２６０ｍ）を整備することで、周辺生活道路の
交通量は現況の約３０％となり、安全が確保される。
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H27整備前 R12整備後

2,900 ⇒ 900 台/日

立体交差化
完 了

踏 切

生活道路の通過交通が
本線に切り替わる



効果 （周辺地域の生活環境の向上）
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守 恒 校 区

企 救 丘 校 区

横 代 校 区

立 体
交差化

橋梁による道路と鉄道の立体交差化で、地域の一体化が図られる。



効果 （周辺地域の生活環境の向上）

徳力団地

葉山団地

舞ヶ丘
団地

曽根ニュータウン

宅地開発や商業施設・物流施設等、民間投資の誘発が期待される。
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今回、公共事業再評価に諮る趣旨

前回再評価時より事業期間及び事業費が変更となる。

そのため、「北九州市公共事業評価システム要綱」に基づき、

公共事業再評価を行う。

H21 H26 今 回
H26からの
変更内容

再評価 実 施
大幅変更なし
（事業継続）

※

実 施

事業期間 H17～H26 H17～R4 H17～R9 ５年間 延伸

事 業 費 ３５億円 ３５億円 ７５億円 ４０億円 増額

※ H21再評価時点と、事業内容等に大幅な変更なし

ただし、補償物件の移転時期の調整により、事業期間のみ延伸した
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事業期間の延伸

◆ 概要（H17～R4 → H17～R9（５年延伸））
移転補償に関しては、移転先での再建が可能となることが前提となる。
補償物件の移転先において、再建に必要な法令上の許可を受けるまでに
時間を要したことなどから、５年の延伸を行う。

H17 … H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

整備済区間
（変更なし）

未整備区間

（前 回）

未整備区間

（今 回）

整備済区間

未整備区間

未整備区間

補償調査・交渉
建物移転

橋梁工事 道路工事

補償調査・交渉
建物移転

橋梁工事 道路工事移転準備・法令上の手続き
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移転準備・法令上の手続き



事業費の増額

◆ 概要（３５億円 → ７５億円（４０億円増））

＜ 主な増額理由 ＞
・ （工事）橋梁の杭配置等の変更や送水管防護工の追加、

資材費の高騰
・ （調査）建物等補償調査における調査対象の増加
・ （補償）建物等補償調査の結果により増額
・ （全体）人件費等の高騰、増税の影響

項 目 変 更 前 変 更 後 差 額

工 事 費 ６.４ 億円 ９.６ 億円 ３.２ 億円

調 査 費 ２.３ 億円 ３.０ 億円 ０.７ 億円

用地補償費 ２６.３ 億円 ６２.１ 億円 ３５.８ 億円

計 ３５.０ 億円 ７４.７ 億円 ３９.７ 億円
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事業費の増額 （工事費・調査費）

・ 跨線橋下部工に干渉する送水管（φ1200）の詳細検討（H29）にて

【調査】 送水管の位置確定のため試掘調査、防護工検討

【工事】 杭配置の変更、送水管防護工の追加

・ 【調査】 建物等補償調査において、調査対象が増えた

◆ 工事費・調査費 （＋３．９億円）
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増 額 要 因 概 算 額

工 事

・ 杭配置の変更、送水管防護工の追加
（資材費の高騰含む）

２.５ 億円

・ 人件費等の高騰、増税の影響 ０.７ 億円

調 査

・ 試掘調査、送水管防護工検討の追加、
建物等補償調査費の増加

０.３５ 億円

・ 人件費等の高騰、増税の影響 ０.３５ 億円

計 ３.９ 億円

が生じた



事業費の増額 （工事費・調査費）

＜ 計画平面図 （未整備区間） ＞

ＪＲ日田彦山線
跨 線 橋 部
Ｌ＝４５ｍ

整備済区間 未整備区間 Ｌ＝２６０ｍ
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事業費の増額 （工事費・調査費）

＜ 断面図 ＞

＜ 計画平面図 （跨線橋部） ＞

送水管
φ1200

送水管
φ1200

Ｊ Ｒ

杭配置の変更、送水管防護工の追加 等

J R

20

盛 土
盛 土



事業費の増額（工事費）
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＜ 杭配置の変更 ＞ ＜送水管防護工の追加＞

〇 〇

〇 〇

〇 〇

（当初案） 送水管の影響なしと想定

（変更案） 送水管の影響ありと判断

〇 〇

〇 〇

〇 〇

（上部工）

橋梁幅

（上部工）

橋梁幅

（下部工）

橋台 ・

橋脚幅

（下部工）

橋台 ・

橋脚幅

→ 送水管を避けるため、下部工が大きくなる

送水管

送水管
φ1200

盛 土

（最深部で土被り約１３ｍ）

土 圧

土圧による送水管の破損等防止のため、
約４０ｍ区間において補強対策を行う。

◆ コンクリート巻立て工法
（ＲＣボックスカルバート断面）

送水管



事業費の増額 （用地補償費）

・ 補償物件の詳細な補償調査を行ったところ、

① 建物内に数多くの設備を保有していることや、高価な設備である

ことが判明した。

② 道路区域外の建物や設備等が、区域内のものと合わせて、

一体的な機能を有することが判明したため、補償の対象に含む

必要が生じた。

増 額 要 因 概 算 額

・ 建物移転料、機械設備移転料他の増加
（人件費等の高騰 含む）

３３.６ 億円

・ 増税の影響 ２.２ 億円

計 ３５.８ 億円

◆ 用地補償費 （＋３５．８億円）

※ 用地補償費は、北九州市公共用地の取得に伴う損失補償基準および同細則に基づき算出
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事業費の増額 （用地補償費：対象物件）

都 市 計 画 道 路

建物・設備 Ａ 建物・設備 Ｂ 建物・設備 Ｃ

建物・設備 Ｅ ◆ 補償対象について

道路区域内 補償調査結果 （区域外含む）
（建物） Ａ，Ｂ，Ｃ （建物） Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ
（設備） Ａ，Ｂ，Ｃ （設備） Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ

※ 一体的な機能を有するため、補償対象を追加

建物・設備 Ｄ
< イメージ図 >
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事業費の増額 （増税の影響）

◆ 消費税について

項 目 消 費 税 込
（５％～１０％）

消 費 税 込
（５％）

差 額

工 事 費 ９６１ ９３３ ２８

調 査 費 ２９８ ２９３ ５

用 地 費 ７９１ ７９１ ０

補 償 費 ５,４２４ ５,２０４ ２２０

計 ７,４７４ ７,２２１ ２５３

※ 増額は全体部分にかかる

＜消費税率の推移＞

Ｈ９ ～ Ｈ２５ ： ５ ％ （※ H17 事業着手）

Ｈ２６ ～ Ｒ１.９ ： ８ ％

Ｒ１.１０ ～ ： １０ ％

（ 単位 ： 百万円 ）
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費用便益分析 区間
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◆ 平成２１年度再評価は、事業区間のみで費用便益分析を実施。

本事業は都市計画道路の整備であり、横代南町山手1号線のみでは目的

である交通ネットワークの構築は果たせない。

事業区間（1.0ｋｍ）と、道路の目的を果たす区間（1.7ｋｍ）が合致しない。

今回の費用便益分析区間

都市計画道路の目的を果たす区間（都市計画道路の交差点間）で

分析を実施

⇒ （都）横代線と（都）蜷田若園企救丘線をつなぐ区間

◆ 横代南町３号線 （H11～H20）

◆ 横代南町山手１号線 （H17～R9）

＊ 国においても、再評価実施要領細目（H30.3 国交省）により、複数区間をまとめて評価が

できるとされている。

施工箇所を集中して事業を実施
するため、２工区に分けて実施



費用便益分析 区間

L=1.0km L=0.7km

交通ネットワーク
を構築
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H17～R9 H11～H20

凡 例

対象区間
事業完了区間
事業中区間
未事業化区間



横代南町３号線について （関連区間）

◆ 事 業 名 ： 横代南町３号線 道路改築事業

【（都）南方朽網線】

◆ 事業箇所 ： 小倉南区大字横代 【(都)横代線】

～ 横代南町五丁目 【横代南町山手１号線】

◆ 事業目的

小倉南区一円の交通ネットワークを構築することにより、

・ 小倉南区の東西アクセスの充実を図る

・ 周辺地域の生活環境の向上を図る

【横代南町山手１号線と同様】

◆ 延長・幅員 ： Ｌ＝７００ｍ Ｗ＝２２ｍ

◆ 事業期間 ： 平成１１年度～平成２０年度

◆ 事 業 費 ： １５億円
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事業の投資効果

Ｂ／Ｃ＝ 1.10

◆ 費用便益分析

走行時間短縮便益 道路の整備・改良が行われない場合と行われた場合との
「総走行時間費用」の差から算定

走行経費減少便益 道路の整備・改良が行われない場合と行われた場合との
「走行経費（燃料費、車両整備費、タイヤ費等」）の差から算定

交通事故減少便益 道路の整備・改良が行われない場合と行われた場合との
「交通事故による社会的損失」の差から算定

◆ 各便益の説明

便益（Ｂ）項目 現在価値

走行時間短縮便益 ８４ 億円

走行経費減少便益 １６ 億円

交通事故減少便益 ５ 億円

合計（Ｂ） １０５ 億円

費用（Ｃ）項目 現在価値

事業費 ９４ 億円

維持管理費 ２ 億円

合計（Ｃ） ９６ 億円

※ 上記金額は、令和１年を基準年とした現在価値である
※ Ｂ・Ｃともに、Ｌ＝１．７ ｋｍ での合計金額としている

※ 国土交通省の「費用便益分析マニュアル（道路事業編）」に基づく
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Ｂ／Ｃ＝１．６９

・ 基準年 R1
・ L = 1.7 km

・ 基準年 H21
・ L = 1.7 km



コスト縮減について
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工事で必要となる盛土材料は、他の公共工事から発生

する土を流用する。

未整備区間 Ｌ＝２６０ｍ において、

盛土材料をすべて購入した場合

４,５００ｍ３×１,５５０円／ｍ３＝６,９７５千円

（※ 使用単価：山ズリ Ｈ３１.４時点）

流用とすることで、

約７００万円【直接工事費・税抜】の縮減が見込める



代替案について
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本路線は、(都)南方朽網線の一部を構成するもので

あり、小倉南区一円の交通ネットワークを構築するた

めに必要不可欠な区間であるとともに、最適なルート

として都市計画決定されたものであることから、代替

案はないと考える。

また、地域から早期の事業進捗の要望があることか

らも、本事業を廃止または休止することはできない。



事業の必要性
小倉南区一円の交通ネットワークを構築することにより、

◆ 小倉南区の東西アクセスの充実が図られる

・ 人や物の移動の円滑化

・ 周辺幹線道路の交通の分散

・ 重要物流道路の代替機能

◆ 周辺地域の生活環境の向上が図られる

・ 生活道路の安全確保

・ 地域の一体化

・ 民間投資等の誘発

＜当部局の考え方＞

本路線の必要性は高く、今後も事業を継続し、
早期完成に向けて鋭意整備を進めていく
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ご清聴ありがとうございました。
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